
会 場
練馬区豊玉北６-12-１

練馬区役所地下多目的会議室

練馬区役所空き家等対策係
03-5984-1192

KANKYOU@city.nerima.tokyo.jp

問い合わせ先

練馬区環境課空き家等対策係
03-5984-1192

KANKYOU@city.nerima.tokyo.jp

日 時 1月17日（土）13:30～16:30
令和８年
（2026年）

空き家セミナー
個別相談会

予約方法
電話・メール・申込フォーム（右の２次元コード）のいずれかで
下記内容をお知らせください

①氏名 ②連絡先 ③空き家の所在地 ④相談内容

専門家団体
東京司法書士会 東京都行政書士会 東京都宅地建物取引業協会
全日本不動産協会 東京都建築士事務所協会 東京都土地家屋調査士会

無料

瓦井隆司氏

東京都建築士事務所協会練馬支部副支部長 瓦井隆司建築設計工房代表
建築設計業務の他、練馬区と連携して、建築無料相談・まちづくり活動支援や
木造耐震支援などの活動を行っている。

練馬区の行政支援活動にも力を入れている建築設計士です！

鹿島崇之氏

東京司法書士会練馬支部支部長 司法書士法人鹿島事務所代表
練馬区出身。区内の地域事情に精通した司法書士を目指し、
不動産登記をはじめとしたさまざまな業務を取り扱う。
業務に関連する書籍・論文の執筆も行っている。

練馬密着型の司法書士を目指しています！

空き家セミナー第一部 13:30~14:40
（予約不要）

一人で悩まず一緒に
考えましょう！

個別相談会第二部 14:50~16:30
（予約優先）

空き家の売買・賃貸・相続登記・境界確定などのお悩みに
専門家がお答えします！（相談時間：30分）

「あなたも対象？相続登記、住所変更の義務化」

「空き家利活用における建築上の問題点について～4つの事例から考える～」
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